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一
　
地
域
所
得
統
計
の
発
達
と
精
度

　
国
民
経
済
の
発
展
を
あ
ら
わ
す
統
計
的
指
標
の
一
っ
に
国
民
所
得
統
計
が
あ
る
。
国
民
所
得
統
計
は
一
定
期
問
に
お
け
る
国
民
経

済
の
成
果
を
純
生
産
物
の
価
値
の
総
量
と
し
て
計
測
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
生
産
、
分
配
、
支
出
の
三
面
で
あ
ら
わ
し
国
民

経
済
の
循
環
構
造
を
計
数
的
に
示
し
て
い
る
。
国
民
経
済
の
発
展
の
統
計
的
指
標
と
し
て
は
、
就
業
者
数
、
農
業
や
鉱
工
業
の
生
産

高
、
電
力
、
石
汕
、
石
炭
等
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
、
商
品
の
内
外
坂
引
高
、
家
計
の
消
費
支
出
、
国
家
の
財
政
収
支
等
の
利
用
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
指
標
は
国
民
経
済
の
准
展
の
一
側
面
を
個
．
別
的
に
示
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
総
合
に
よ
っ

て
国
民
経
済
の
発
展
は
よ
り
適
切
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
に
国
民
所
得
統
計
は
国
民
経
済
全
体
の
成
果
の
仙
値
的
計
測
結

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
一
九
一
）
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果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
国
民
経
済
の
発
展
の
総
合
指
標
で
あ
り
、
こ
こ
に
国
民
所
得
統
計
の
経
済
分
析
に
お
け
る
重
要
性
が
あ
る
。

　
国
民
所
得
統
か
は
Ｊ
．
Ｍ
・
ヶ
イ
ソ
ズ
以
後
の
巨
視
的
経
済
理
論
特
に
国
民
所
得
分
析
の
発
達
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
利
用
に
径
済

理
論
的
基
礎
付
け
を
与
え
ら
れ
て
以
来
そ
の
実
践
的
利
用
価
値
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
資
本
主
義
経
済
に
お
げ

る
政
府
に
よ
る
計
画
的
指
導
の
必
要
性
の
増
大
は
、
各
国
に
お
げ
る
国
民
所
得
統
計
の
著
し
い
発
達
を
促
し
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日

で
は
国
民
所
得
統
計
は
経
済
分
析
の
デ
ー
タ
、
経
済
政
策
、
経
済
計
画
の
策
定
、
経
済
見
通
し
、
行
財
政
効
果
の
推
定
等
の
基
礎
資

料
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
民
経
済
に
お
け
る
国
民
所
得
統
計
の
重
要
性
は
、
国
民
経
済
の
構
成

要
素
で
あ
る
地
域
経
済
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
地
域
径
済
の
分
析
、
政
策
、
計
画
の
策
定
に
当
っ
て
は
、
当
該
地
域
の
経
済

活
動
の
総
合
的
価
値
指
標
と
し
て
の
地
域
所
得
統
計
が
必
要
、
不
可
欠
で
あ
る
。

　
昭
和
２
０
年
８
月
９
カ
年
問
に
わ
た
る
戦
争
が
終
る
と
荒
廃
し
た
日
本
経
済
の
復
興
が
緊
急
の
課
題
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
基
礎
資

料
と
し
て
統
計
の
整
備
、
充
実
が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
ん
ず
く
国
民
所
得
統
計
が
経
済
復
興
の
指
標
と
し
て
要

請
さ
れ
、
不
十
分
た
デ
ー
タ
の
下
で
そ
れ
の
推
計
が
早
く
も
２
１
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
地
方
白
治
が
確
立
さ

れ
て
地
方
公
共
団
体
が
独
白
で
解
決
す
べ
き
径
済
問
題
が
多
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
地
方
財
政
計
画
を
確
立
し
経
済
政
策
を
樹
立
、

運
営
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
、
各
府
県
に
お
い
て
府
県
民
所
得
統
計
が
要
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
２
２
年
鹿
児
島
県

が
県
民
所
得
推
計
の
研
究
を
始
め
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
特
に
２
４
年
以
峰
急
連
に
各
府
県
に
お
い
て
府
県
民
所
得
推
計
が
開
始

さ
れ
、
２
６
年
に
は
殆
ん
ど
の
府
県
で
所
得
推
計
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
３
ユ
年
に
は
県
民
所
得
統
計
の
相
互
比
較
を
可
能

に
す
る
目
的
で
経
済
企
画
庁
が
「
県
民
所
得
標
準
方
式
」
を
作
成
し
、
３
０
年
分
か
ら
各
府
県
共
慨
ね
こ
の
方
式
に
従
っ
て
推
計
を
行

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

た
う
よ
う
に
な
っ
た
。



い

．
こ
の
よ
う
な
府
県
に
お
け
る
所
得
推
計
の
発
達
は
や
が
て
都
市
や
町
村
段
階
の
所
得
推
計
を
促
進
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
３
４
年

以
降
の
高
度
経
済
成
長
の
過
程
に
お
い
て
、
既
成
の
四
大
工
業
地
帯
に
お
け
る
郁
市
の
過
密
化
の
弊
害
の
緩
和
、
地
方
と
の
所
得
格

差
の
是
正
を
目
的
と
し
て
工
業
の
地
方
分
散
を
推
進
す
る
に
当
り
、
各
地
方
に
お
い
て
地
域
経
済
開
発
計
画
の
策
定
が
盛
ん
に
な

り
、
こ
の
計
画
の
基
礎
資
料
と
し
て
所
得
統
計
が
要
求
さ
れ
た
事
情
、
そ
し
て
特
に
自
治
省
が
「
昭
和
３
７
年
度
地
方
開
発
関
連
調

査
」
の
一
環
と
し
て
各
府
県
に
県
庁
所
在
地
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
都
市
の
３
５
，
３
６
両
年
の
市
民
所
得
統
計
を
要
求
し
た
こ
と
が
、

市
町
村
民
所
得
の
推
計
の
普
及
を
著
し
く
促
進
し
た
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
は
大
都
市
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
多
く
の
中
小
都
市
や
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

部
の
町
村
に
お
い
て
も
所
得
推
計
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
所
得
統
計
が
そ
の
実
践
的
要
請
に
よ
く
応
え
得
る
た
め
に
は
、
当
然
そ
れ
の
精
度
が
実
際
的
利
用
に
耐
え
得
る
だ
け
の
高

さ
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
所
得
統
計
は
、
国
民
経
済
の
す
べ
て
の
事
業
所
の
付
加
価
値
額
、
ま
た
は
す
べ
て

の
個
人
や
法
人
の
所
得
額
な
い
し
は
支
出
額
を
直
接
調
査
し
そ
れ
を
総
合
し
て
得
ら
れ
る
調
査
統
計
で
は
な
く
、
種
々
の
関
連
あ
る

統
計
資
料
を
利
用
し
て
そ
れ
ら
を
計
算
的
に
加
工
し
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
推
算
統
計
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
大
き

な
推
計
誤
差
を
含
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
所
得
推
計
の
担
当
者
達
に
よ
っ
て
推
計
の
埋
論
と
技
術
お
よ
び
堪
礎
資
料
に
っ
い
て
、
精

度
向
上
の
た
め
の
研
究
、
努
力
が
絶
え
ず
続
け
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
所
得
推
計
の
誤
差
は
一
般
に
国
民
所
得
統
計
よ
り
も
県
民
所
得
統
計
の
方
が
大
き
く
、
更
に
そ
れ
よ
り
も
市
町
村
民
所
得
統

計
の
方
が
よ
り
著
し
い
の
が
わ
が
国
の
実
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
　
い
基
礎
統
計
賓
料
の
不
備
と
、
似
地
域
際

関
孫
の
資
料
の
欠
除
の
二
っ
の
埋
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
民
所
得
推
計
の
た
め
に
は
非
常
に
多
種
、
多
様
な
椎
礎
統
計

資
料
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
標
本
調
査
に
よ
っ
て
全
国
的
規
模
の
位
と
し
て
推
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
別
の
値

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
　
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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三
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を
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
地
域
所
得
推
計
の
基
礎
資
料
の
整
備
状
況
は
国
民
所
得
に
比
べ
て
非
常

に
低
い
　
１
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
基
礎
統
計
資
料
の
格
差
は
府
県
と
市
町
村
の
問
に
も
み
ら
れ
る
。

　
例
え
ぼ
分
配
所
得
を
推
計
す
る
場
合
原
則
と
し
て
人
的
方
法
（
１
人
当
り
平
均
所
得
額
に
人
数
を
乗
じ
て
所
得
額
を
推
計
す
る
方
法
）
に

よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
必
要
な
人
数
の
デ
ー
タ
は
国
の
場
合
は
労
働
力
調
査
に
よ
っ
て
月
別
に
得
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
府
県

と
６
大
市
は
国
勢
調
査
（
５
年
毎
）
と
就
業
構
造
基
本
調
査
（
３
年
毎
）
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
更
に
市
町
村
で
は
国
勢

調
査
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
１
人
当
り
平
均
所
得
額
の
デ
ー
タ
も
、
勤
労
所
得
の
場
合
は
毎
月
勤
労
統
計
調
査

に
よ
っ
て
第
二
次
、
第
三
次
産
業
（
但
し
サ
ー
ビ
ス
業
の
大
部
分
と
公
務
を
除
く
）
の
現
金
給
与
額
に
つ
い
て
、
国
の
場
合
は
５
人
以
上

‘
の
事
業
所
分
が
毎
月
得
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
府
県
の
場
合
は
３
０
人
　
（
県
に
ょ
っ
て
は
２
０
人
ま
た
は
１
０
人
）
以
上
の
事
業
所
分
し
か
得

ら
れ
ず
、
市
町
村
の
場
合
は
一
都
の
大
都
市
を
除
い
て
は
こ
の
よ
う
な
平
均
賃
金
の
デ
ー
タ
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
個

人
業
主
所
得
の
場
合
は
、
国
に
つ
い
て
は
個
人
企
業
経
済
調
査
に
よ
っ
て
製
遣
業
、
卸
小
売
業
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
業
の
１
業
主
当
り

平
均
営
業
利
益
が
四
半
期
別
に
得
ら
れ
る
が
、
府
県
や
市
町
村
に
っ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
は
皆
無
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
所
得
推
計
に
必
要
な
基
礎
統
計
資
料
の
欠
除
を
補
う
た
め
に
、
一
郁
の
府
県
や
大
都
市
で
は
重
要
な
も
の
に
つ

い
て
独
白
の
調
査
を
行
な
い
、
ま
た
は
国
の
標
木
調
査
に
調
査
対
象
を
追
加
す
る
等
し
て
当
該
地
域
の
値
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

大
部
分
は
関
連
統
計
を
転
用
し
ま
た
は
計
算
的
加
工
を
施
し
て
当
汐
地
域
の
デ
ー
タ
を
誘
導
す
る
方
法
を
大
幅
に
採
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
ｊ
や
く
多
く
の
基
礎
資
料
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
所
得
統
計
の
精
度
は
当
然
低
下
せ
ざ
る
を
得
ず
、
基

礎
資
料
の
整
嚇
状
況
が
低
い
程
所
得
統
計
は
精
庇
が
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
、

　
更
に
地
域
所
得
推
計
の
精
度
を
侭
く
す
る
く
、
一
っ
の
要
内
に
地
域
際
閑
係
が
あ
る
し
国
民
所
得
の
場
合
は
国
際
閉
の
取
引
関
係
の



‘

把
握
は
既
に
日
本
銀
行
の
国
際
収
支
表
に
よ
っ
て
完
全
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
容
場
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
地
域
経
済
の
場
合
に
は
地
域
問
の
径
済
取
引
は
国
際
問
の
取
引
に
比
べ
て
非
常
に
複
雑
、
豊
富
で
あ
り
、
・
と
こ
ろ
が

そ
れ
の
記
録
は
殆
ん
ど
な
く
調
査
も
容
易
に
行
な
え
な
い
の
で
、
当
該
地
域
と
地
域
外
と
の
問
の
財
貨
、
サ
ー
ビ
ス
の
移
出
入
の
収

支
差
と
所
得
の
受
払
い
の
差
額
す
な
わ
ち
「
経
常
地
域
外
余
剰
」
の
推
計
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
地
域
所
得
の
支
出

面
の
推
計
は
完
全
に
は
行
な
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま
た
分
配
面
の
推
計
も
所
得
の
地
域
際
受
払
の
調
整
が
十
分
で
な
い
の
で
そ
れ

だ
け
正
確
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
基
礎
統
計
資
料
の
不
術
と
地
域
際
関
係
資
料
の
欠
除
の
た
め
に
地
域
所
得
統
計
は
国
民
所
得
統
計
よ
り
も
精
度
が

低
い
運
命
に
あ
り
、
こ
の
欠
点
の
改
善
、
克
服
に
所
得
推
計
の
関
係
者
は
多
大
の
奴
刀
力
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
本
稿
に
お
い

て
わ
れ
わ
れ
が
取
上
げ
ん
と
す
る
地
域
所
得
統
計
の
精
度
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
的
不
備
、
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
一
応
前
提
に
し
て
、
推
計
の
実
際
に
お
い
て
不
十
分
に
し
か
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
地
域
外
従
業
者
に
よ
る
地
域
外
か
ら
の
勤

労
所
得
を
塊
在
利
用
し
得
る
デ
ー
タ
で
推
計
し
て
、
そ
れ
が
地
域
所
得
統
計
に
及
ぽ
す
影
響
の
程
度
い
か
ん
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
地
域
所
得
統
計
を
基
礎
に
し
て
、
そ
こ
へ
地
域
外
か
ら
の
勤
労
所
得
の
補
正
を
施
し
た
　
　
し

か
し
そ
れ
以
外
の
点
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
　
　
結
果
と
元
の
値
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
て
き
、
両
者
の
喰
違

い
に
よ
っ
て
現
行
の
地
域
所
得
統
計
の
こ
の
点
に
関
す
る
誤
差
の
程
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
資
料
の
都
合
で

県
民
所
得
統
計
を
村
象
と
し
、
且
っ
阪
神
工
業
地
帯
を
中
心
と
す
る
就
業
者
の
流
動
が
み
ら
れ
る
近
畿
の
５
府
県
（
滋
貨
県
、
京
都

府
、
大
版
府
、
兵
庫
県
お
よ
び
奈
良
県
）
に
っ
い
て
こ
の
テ
ス
ト
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
場
合
当
然
和
歌
山
県
も
人
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
発
表
さ
れ
て
い
る
県
民
所
得
姫
告
に
わ
れ
わ
れ
の
必
要
と
す
る
詳
細
な
推
計
資
料
が
な
く
、
補
正
計
算
が
で
き
な
い
た
め

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
（
一
九
五
）



　
　
　
　
立
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に
や
む
を
得
ず
割
愛
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
三
重
県
は
表
３
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、

京
工
業
地
帯
と
の
結
び
付
き
の
方
が
多
い
た
め
に
一
応
除
外
し
丈
。

　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
（
一
九
六
）

就
業
者
の
流
動
に
関
し
て
は
阪
神
よ
り
も
中

；
　
県
民
勤
労
所
得
推
計
方
法
の
吟
味

　
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
処
理
の
仕
方
を
知
る
た
め
に
、
現
行
の
県
民
所
得
推
計
の
実
際
に
お
い
て
就
業
者
の
県
外
従
業
の
事
実
が
ど

の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
ま
ず
県
民
所
得
の
概
念
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。　

　
　
県
民
所
得
の
概
念
は
国
民
所
得
の
場
合
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
た
だ
と
ら
え
る
範
囲
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
国
民
所
得
の
規
定
を

　
　
知
っ
て
い
る
の
が
便
利
で
あ
る
。

　
　
　
国
民
所
得
は
国
民
経
済
に
お
い
て
一
定
期
問
内
に
生
産
さ
れ
た
純
生
産
物
の
価
値
の
総
計
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国
民
所
得
の
場
所
的
範
囲
の

　
　
限
定
の
仕
方
に
次
の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。

　
○
ｏ
　
当
該
国
の
領
域
内
に
限
定
し
て
把
握
す
る
場
合
　
　
属
地
主
義

　
　
似
　
当
該
国
の
国
籍
を
有
す
る
人
々
に
限
定
し
て
把
握
す
る
場
合
　
　
属
人
主
義

　
倒
　
当
該
国
の
居
住
者
の
所
有
す
る
生
産
諾
要
素
か
ら
発
生
す
る
所
得
と
す
る
場
合
　
　
生
産
力
所
奉
者
居
住
地
主
義
（
～
似
の
折
衷
案
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
こ
の
う
ち
に
カ
が
国
民
経
済
の
実
態
に
最
も
よ
く
対
応
し
て
い
る
も
の
と
し
て
一
般
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
生
産
力
所
有
者
居
住
地
主
義
に
よ
る
場
合
、
い
か
な
る
老
を
居
作
者
と
す
る
か
、
居
住
者
の
定
義
が
閉
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
判
定
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
準
に
は
米
国
商
務
劣
が
採
用
し
て
い
る
多
数
決
原
理
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
原
則
に
従
っ
て
も
判
断
が
困
難
た
場
合
に
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
（
国
際
通
貨
基
金
）
方
式
の
「
国
際
収
支
作
成
提
要
」
が
示
す
判
断
に
従
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
で
は
個
人
に
っ
い
て
は
実
際
上

　
　
は
多
数
決
原
理
に
よ
ら
な
い
で
、
国
勢
調
企
や
労
働
力
調
査
の
屠
住
者
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
口
本
に
３
ヵ
月
以
上
居
住
し
ま
た
は
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
住
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
者
を
日
本
の
居
住
者
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
法
人
所
得
は
属
地
主
義
に
よ
っ
て
国
内
法
人
の
所
得
を
把
握
し
て
い
る
、



　
県
民
所
得
は
一
定
期
間
内
に
当
該
県
の
居
住
者
す
な
わ
ち
県
民
の
所
有
す
る
生
産
諸
要
素
に
よ
っ
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
純
生

産
物
の
価
値
の
総
計
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
当
該
県
の
居
住
者
（
県
民
）
と
い
う
の
は
、
○
り
常
時
県
内
に
居
住
し
て
い
る
個
人
（
具

体
的
に
は
県
内
に
３
ヵ
月
以
上
居
住
し
ま
た
は
居
住
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
者
）
　
吻
県
内
に
本
店
の
あ
る
法
人
（
県
民
法
人
）
閉
公
営
企
業

↑
り
地
方
政
府
　
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
法
人
に
関
し
て
は
県
内
に
あ
る
法
人
事
業
所
の
う
ち
本
店
た
わ

も
の
の
み
が
県
民
で
あ
っ
て
、
支
店
た
る
事
業
所
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
店
の
傘
下
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
本
店
主
義
、
居
注
地
主

（
７
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

義
）
、
・
ま
た
当
該
県
内
に
存
在
す
る
官
営
企
業
の
事
業
所
は
中
央
政
府
と
同
様
に
県
民
と
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
匁
生
産
力
所
有
者
居
住
地
主
義
に
よ
る
県
民
所
得
に
対
し
て
属
地
主
義
に
よ
る
所
得
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
定
期

問
内
に
当
該
県
内
の
各
産
業
部
門
の
経
済
活
動
に
よ
っ
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
純
生
産
物
の
価
値
の
総
計
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
県

内
生
産
所
得
と
い
う
。
そ
し
て
県
内
生
産
所
得
と
県
民
所
得
と
の
問
に
は
次
の
関
係
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
享
サ
ヴ
ｅ
書
ヨ
奉

　
　
　
　
乗
｝
肝
序
ミ
奉
十
（
烹
享
サ
ヴ
◎
尋
享
－
逼
享
〉
ｅ
尋
～
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
、
匹
、
薫
吟
粕
塑
労
－
－
辛
厚
肝
廉
、
ミ
ヘ
一
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ド
ー
睾
凛
｝
縢
ｓ
「
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご

こ
の
県
外
か
ら
の
純
所
得
は
県
民
た
る
個
人
が
県
外
か
ら
得
た
所
得
と
非
県
民
の
個
人
が
県
内
生
産
に
参
加
し
て
得
た
所
得
と
の
差

額
、
お
よ
び
県
内
の
本
店
法
人
が
県
外
の
支
店
か
ら
受
入
れ
た
利
潤
と
県
内
の
支
店
法
人
が
県
外
の
本
店
に
納
め
る
利
潤
と
の
差
額

の
含
計
で
あ
る
。
そ
し
て
官
営
企
業
剰
余
を
差
引
く
の
は
、
官
営
企
業
剰
余
は
県
内
生
産
所
得
に
含
ま
れ
る
が
官
営
企
業
は
県
民
で

は
な
い
か
ら
県
民
所
得
の
中
に
は
含
め
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
（
一
九
七
）
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・
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し
か
し
県
民
所
得
統
計
が
県
民
径
済
の
循
環
構
造
を
把
握
し
、
県
の
財
政
経
済
施
策
の
樹
立
に
資
し
、
国
民
経
済
の
地
域
的
分
析

、
お
よ
び
国
民
経
済
的
視
野
に
立
っ
経
済
施
策
の
樹
立
に
も
役
立
っ
た
め
に
は
、
法
人
所
得
を
県
民
法
人
の
所
得
と
す
る
こ
と
は
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
大
規
模
な
法
人
の
多
く
は
東
京
、
大
阪
に
そ
の
本
杜
を
集
中
し
て
い
る
た
め
に
、
県
民
法
人
に
よ
る
時
は

支
店
の
所
在
県
で
は
、
そ
の
事
茉
所
の
存
在
は
当
該
地
域
の
個
人
の
所
得
に
影
響
を
与
え
る
の
に
そ
れ
に
見
合
っ
た
法
人
所
得
が
県

民
所
得
に
あ
ら
わ
れ
ず
、
逆
に
東
京
、
大
阪
で
は
法
人
所
得
が
異
常
に
膨
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
県
経
済
の
活
動
を
価
値
的
に
正
し

く
と
ら
え
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
人
所
得
の
造
出
に
本
杜
機
能
（
企
業
活
動
の
企
画
、
管
理
、
統
制
や
資
金
、
資
本
の
調
達
等

の
機
能
）
　
は
重
要
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
生
産
の
行
な
わ
れ
る
地
域
の
労
働
力
と
生
産
財
と
の
結
合
に
よ
っ
て
法
人
所
得
が
造
出

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
が
法
人
所
得
の
推
計
結
果
に
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
欠
点
を
回
避
す
る
た
め
に
は
当

該
県
内
に
存
在
す
る
法
人
事
業
所
に
対
応
す
る
所
得
を
総
合
し
て
法
人
所
得
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
（
事
業
所
主
義
、
属
地
主
義
）
、

こ
れ
を
県
内
法
人
の
所
得
と
い
う
。
県
内
法
人
の
所
得
は
県
民
法
人
の
所
得
か
ら
県
外
支
店
分
を
控
除
し
、
そ
れ
に
県
外
本
店
法
人

に
帰
属
す
る
県
内
支
店
分
の
所
得
を
加
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
、
こ
れ
の
推
計
は
地
方
税
の
法
人
事
業
税
に
関
す
る
資
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

利
用
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
今
日
で
は
殆
ん
ど
の
府
県
に
お
い
て
法
人
所
得
は
県
内
法
人
の
所
得
と
し
て
推
計
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
そ
の
時
は
ｍ
式
の
県
外
か
ら
の
純
所
得
は
個
人
の
所
得
の
み
か
ら
成
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
県
民
所
得
は
生
産
、
分
配
、
支
出
の
三
面
で
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
県
民
生
産
所
得
、
県
民
分
配
所
得
、
県
民
支
出

所
得
と
い
う
。
し
か
し
実
際
上
は
分
配
面
の
み
か
ら
推
計
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
を
所
得
源
泉
産
業
別
に
組
替
え
て
生
産
所
得
を
得
る

の
で
あ
り
、
ま
た
支
出
面
か
ら
の
推
計
は
資
料
の
郁
合
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
の
府
県
で
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
唯
個
人
部
門
に
限
っ
て

所
得
と
そ
れ
の
支
出
が
推
計
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
現
在
県
民
所
得
統
計
は
県
内
生
産
所
得
、
県
民
分
配
所
得
、
県
民
個



人
所
得
、
県
民
個
人
支
出
の
４
系
列
か
ら
成
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
以
上
で
県
民
所
得
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
に
そ
れ
の
推
計
の
実
際
に
お
い
て
県
民
特
に
雇
用
者
の
所
得
が
正
し
く
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
県
民
分
配
所
得
は
当
該
県
の
居
住
者
（
県
民
）
が
、
一
定
期
問
内
に
経
済

活
動
に
参
加
し
て
そ
の
所
有
す
る
労
働
、
土
地
、
資
本
等
の
生
産
諸
要
素
を
提
供
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
得
る
べ
き
所
得
の
総
額
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

る
。
従
っ
て
こ
れ
は
発
生
主
義
で
把
握
さ
れ
、
勤
労
所
得
は
税
込
み
の
名
目
賃
金
だ
げ
で
な
く
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
も
加
算
さ

れ
る
こ
と
に
な
．
る
。
そ
し
て
県
民
分
配
所
得
は
普
通
左
の
諸
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
　
業
者
者
　
　
　
　
　
　
　
　
担
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
県
民
た
る
個
人
が

　
　
産
働
働
　
　
　
　
　
　
負
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
の
　
労
労
　
　
　
　
酎
　
　
　
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
子
　
　
　
む
　
　
　
　
　
所
有
す
る
生
産
諸
要
素
は
当
該

業
外
用
雇
　
報
雇
　
　
利
禾
含

産
以
席
Ｌ
｝
　
　
　
　
員
当
料
　
　
業
　
　
　
　
　
　
金
債
　
　
　
を
　
　
　
　
　
県
内
だ
げ
で
は
な
く
県
外
に
お

水
水
　
　
　
給
委
手
険
　
　
産
　
　
　
　
貯
杜
　
　
与

鮒
鮒
　
業
僻
員
脂
鍬
業
紬
料
賃
に
　
艘
　
　
い
て
束
産
に
従
事
す
る
の
で

、
、
　
　
兼
重
議
受
杜
雄
舳
職
作
燃
柵
柵
　
唾
　
　
あ
る
が
・
そ
れ
に
よ
一
て
個
人

　
鱗
　
　
　
　
　
他
　
　
　
林
林
　
　
小
地
　
幣
属
税
当
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
農
農
内
　
　
　
　
　
階
ド
幌
人
配
留
　
　
　
が
県
内
お
よ
び
県
外
か
ら
得
る

戸
　
そ
　
“
し
榊
榊
法
臥
ぶ
所
得
が
－
－
・
一
項
曼
一

螂
　
　
　
犠
櫛
柵
燗
擦
て
近
似
的
な
が
ら
十
分
に
把
握

　
　
勤
発
　
　
　
　
　
　
　
　
個
　
　
個
　
　
個
　
　
法
　
　
公
　
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
詳

　
　
．
（

　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
・
　
　
　
　
３
．
　
　
　
４
．
　
　
　
５
・
　
　
６
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
に
述
べ
る
余
裕
が
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喋
民
分
配
所
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
論
の
み
を
い
え
ば
、
個
人
業

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
ろ
県
民
所
碍
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
（
一
九
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
（
二
〇
〇
）

主
の
県
外
従
業
は
極
め
て
少
な
い
と
想
像
さ
れ
る
の
で
個
人
業
主
所
得
に
っ
い
て
は
県
外
か
ら
の
所
得
の
補
正
は
無
視
し
て
よ
く
、

ま
た
個
人
賃
貸
料
所
得
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
個
人
利
子
所
得
の
場
合
は
特
に
預
貯
金
利
子
に
関
し
て
県
外
か
ら
の

所
得
の
補
正
は
無
視
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
の
デ
ー
タ
は
容
易
に
得
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
し
て
勤
労

所
得
に
つ
い
て
は
経
済
の
発
展
と
共
に
雇
用
者
の
県
外
従
業
は
増
加
し
て
行
く
た
め
に
、
県
外
か
ら
の
所
得
の
正
し
い
推
計
が
大
切

で
あ
る
。
次
に
現
行
の
勤
労
所
得
の
推
計
方
式
に
お
い
て
こ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、

推
計
方
法
の
技
術
的
詳
細
は
府
県
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
一
般
的
な
や
り
方
を
且
っ
本
稿
の
問
題
の

理
解
に
必
要
な
限
り
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ユ
、
農
林
水
産
業
。
　
農
林
水
産
業
の
勤
労
所
得
は

　
　
　
　
　
謙
球
溝
購
望

　
　
　
】
（
癖
蛾
Ｈ
、
峠
ｏ
粛
由
幸
崩
惑
×
熊
蝶
、
薄
）
　
－
涛
淋
壌
峡
尋
へ
、
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
Ｎ
一

　
　
　
　
茸
沸
斗
砕
鴻
掴
｝
肝
屏
ヨ
事
Ｘ
轡
峨
尋
奉
樹
－
い
書
沸
去
屏
恭
讐
＊
事
萌
　
　
　
　
　
　
ａ
一

に
よ
っ
て
推
計
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
勤
労
所
得
は
県
内
生
産
所
得
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
一

次
産
業
の
雇
用
者
の
県
外
流
出
入
の
数
が
僅
少
で
無
視
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
県
民
の
所
得
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
県
外

流
出
入
の
ウ
ェ
ィ
ト
が
大
き
い
時
は
何
等
か
の
方
法
で
補
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
２
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
。
　
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
の
勤
労
所
得
は
常
用
労
働
者
と
日
雇
労
働
者
と
に
分
け
て

　
　
　
Ｎ
（
腺
鴻
き
ポ
岱
怠
命
×
＊
尋
昧
薄
）
－
－
－
尋
事
曽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
と

を
計
算
し
そ
れ
を
合
計
し
て
推
計
す
る
。
こ
の
場
合
、
平
均
賃
金
は
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
よ
る
県
内
の
事
業
所
（
一
般
に
３
０
人
以
上

規
模
）
を
対
象
と
す
る
平
均
塊
金
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
を
全
規
模
の
平
均
額
に
補
正
し
、
常
用
労
働
者
の
場
合
は
更
に
現



■

’

物
給
与
相
当
分
を
加
算
し
て
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
乗
ず
る
労
働
者
数
は
県
民
た
る
個
人
で
、
県
内
従
業
者
だ
げ

で
な
く
県
外
従
業
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
も
当
該
県
が
工
業
地
帯
の
周
辺
に
位
し
県
民
労
働
者
が
県
外
の
工
業
都
市
で
従
業
す

る
場
合
は
、
県
外
従
業
者
の
平
均
賃
金
は
県
内
の
平
均
賃
金
よ
り
も
一
般
に
高
い
水
準
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
県
外
の
平
均

賃
金
が
県
内
の
平
均
賃
金
よ
り
も
相
当
高
く
且
っ
県
外
従
業
者
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
時
は
、
↑
ｏ
式
に
よ
る
勤
労
所
得
は
か
な
り

過
少
評
価
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
県
民
の
勤
労
所
得
を
正
確
に
推
計
す
る
た
め
に
は
、
県
外
従
業
者
に
っ
い
て
は
別
個
に

従
業
地
の
平
均
賃
金
を
適
用
し
て
県
外
か
ら
の
所
得
額
を
推
計
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
３
　
兼
業
。
　
兼
業
収
入
は
勤
労
者
が
本
業
以
外
の
勤
務
先
か
ら
得
た
収
入
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
の
勤
労
所
得

に
、
家
計
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
る
兼
業
所
得
率
（
全
都
市
平
均
勤
労
者
世
帯
の
世
帯
主
の
本
業
収
入
に
対
す
る
副
業
収
入
の
比
率
）
を
乗
じ
て

推
計
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
兼
業
所
得
率
の
妥
当
性
が
問
題
で
あ
る
が
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
の
勤
労
所
得
が
県
民
の
勤
労
所
得

を
正
し
く
あ
ら
わ
さ
な
い
時
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
兼
業
収
入
も
歪
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
４
、
重
役
俸
給
。
　
こ
れ
は
法
人
の
常
勤
重
役
の
利
益
分
配
（
重
役
貰
与
）
以
外
の
報
酬
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業

の
勤
労
所
得
と
同
様
に

　
　
　
】
幕
謹
一
レ
一
い
蔓
事
×
畳
纂
一
；
冒
婁
拳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
閉
一

に
よ
っ
て
推
計
さ
れ
る
。
こ
の
均
合
の
平
均
給
与
は
↑
ｏ
式
の
常
用
労
働
者
に
対
す
る
平
均
賃
金
を
大
蔵
省
の
法
人
企
業
統
計
（
全
国

平
均
）
に
よ
っ
て
補
正
し
て
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
役
の
県
外
従
業
者
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
時
は
伺
式
に
よ
る
重
役
俸
給

は
過
少
評
伽
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
県
外
従
業
者
に
っ
い
て
は
別
個
に
県
外
か
ら
の
所
得
額
の
推
計
が
必
要

と
な
る
。

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
二
〇
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
五
二
　
（
二
〇
二
）

　
５
、
議
員
、
委
員
報
酬
お
よ
び
受
刑
者
手
当
。
　
こ
れ
ら
の
項
目
は
関
係
書
類
や
直
接
照
会
に
よ
っ
て
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
対

象
の
把
握
が
容
易
で
あ
る
か
ら
正
確
に
県
民
の
所
得
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
６
、
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
。
　
こ
れ
は
県
内
の
各
杜
会
保
険
の
適
用
を
受
け
る
事
業
所
よ
り
収
納
し
た
金
額
を
雇
主
負
担
分
と

被
用
者
負
担
分
と
に
按
分
し
て
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
金
額
は
県
内
生
産
所
得
か
ら
分
配
さ
れ
た
勤
労
所
得
　
　
そ
れ
は
県
民

お
よ
ひ
非
県
民
の
県
内
雇
用
者
に
分
配
さ
れ
る
　
　
に
対
応
す
る
値
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
県
民
の
勤
労
所
得
に
見
合
っ
た
金
額
で

は
な
い
。
そ
し
て
非
県
民
の
流
入
雇
用
者
の
数
が
県
民
の
流
出
雇
用
者
の
数
を
大
き
く
上
廻
る
時
は
過
大
評
価
と
な
り
、
ま
た
逆
の

場
合
は
過
少
評
価
と
な
っ
て
、
無
視
し
得
な
い
誤
差
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
県
民
勤
労
所
得
の
正
確
な
推
計
の
た
め
に

は
、
流
入
雇
用
者
と
流
出
雇
用
者
に
対
応
す
る
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
を
求
め
て
、
県
民
勤
労
所
得
に
見
合
う
金
額
に
な
る
よ
う

に
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
斑
行
の
勤
労
所
得
推
計
方
式
の
検
討
の
結
果
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
の
勤
労
所
得
と
重
役
俸
給
の
計
算
に
お
い
て
県

外
従
業
者
の
所
得
の
把
握
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
は
県
民
雇
用
者
分
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

三
　
勤
労
所
得
の
県
際
収
支
の
推
計
と
県
民
所
得
統
計
の
補
正

●

　
前
節
の
検
討
に
よ
り
、
雇
用
者
の
県
外
従
業
を
考
慮
し
て
県
民
の
勤
労
所
得
を
推
計
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
い
　
ま
ず
県
民
雇
用
者
を
県
内
従
業
者
と
県
外
従
業
者
と
に
分
げ
、

　
似
　
県
内
従
業
者
に
は
当
該
県
の
全
産
業
平
均
賃
金
を
適
用
し
て
所
得
額
を
求
め
、
県
外
従
茉
者
に
は
従
業
地
毎
に
そ
こ
の
全
産



　
・
業
平
均
賃
金
を
乗
じ
て
所
得
額
を
算
出
し
、
両
者
を
合
計
す
る
。
そ
の
場
合
の
平
均
賃
金
は
各
府
県
の
所
得
推
計
に
用
い
ら
れ

　
　
た
、
３
０
人
以
上
と
２
９
人
以
下
を
加
重
平
均
し
且
つ
現
物
給
与
を
加
算
し
た
平
均
賃
金
額
に
よ
る
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
・

　
倒
　
次
に
県
内
の
事
業
所
か
ら
収
納
し
た
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
を
県
民
の
県
内
従
業
者
（
便
宜
上
残
留
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

　
　
る
）
分
と
他
府
県
か
ら
の
流
入
者
分
と
に
分
割
し
、
他
方
県
民
の
県
外
従
業
者
（
流
出
者
）
の
所
得
額
に
対
応
す
る
杜
会
保
険

　
　
料
雇
主
負
担
額
を
推
計
し
て
、
そ
れ
と
残
留
者
分
と
を
合
計
す
る
。
こ
の
県
内
杜
会
保
険
料
の
県
民
分
と
非
県
民
分
へ
の
分
割

　
　
は
人
数
ま
た
は
所
得
額
の
比
率
に
よ
る
按
分
が
考
え
ら
れ
る
。
所
得
額
の
比
率
に
よ
る
時
は
流
入
者
の
所
得
額
を
計
算
し
て
お

　
　
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
な
お
流
出
者
の
杜
会
保
険
料
も
同
様
に
し
て
算
出
す
れ
ぼ
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
↑
り
　
似
閉
で
得
ら
れ
た
値
を
勤
労
所
得
の
そ
れ
ら
以
外
の
項
目
の
値
と
合
計
す
る
。

　
以
上
の
方
法
に
よ
っ
て
県
民
の
勤
労
所
得
を
計
算
す
る
た
め
に
は
、
流
出
雇
用
者
の
従
業
地
別
人
数
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
国

勢
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
国
勢
調
査
の
な
い
年
は
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
推
計
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
は
従
業

地
別
流
出
雇
用
者
数
の
推
計
の
煩
を
避
け
る
た
め
に
、
昭
和
３
５
年
の
県
民
分
配
所
得
統
計
に
っ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
テ
ス
ト
を
試
み
る

こ
と
に
す
る
。
そ
の
場
合
に
必
要
な
詳
細
な
所
得
推
計
資
料
は
各
府
県
の
「
昭
和
３
５
年
府
県
民
所
得
靱
告
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
値

を
用
い
た
。
普
通
県
民
所
得
統
計
は
公
表
後
よ
り
正
確
な
基
礎
統
計
資
料
を
獲
得
し
ま
た
は
推
計
方
法
を
修
正
し
て
改
訂
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
用
い
た
県
民
所
得
統
計
は
坦
初
の
公
表
値
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
問
題
点
の
吟

味
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
雇
用
者
は
常
用
労
働
者
、
臨
時
旦
履
お
よ
び
軍
役
役
員
に
分
け
て
所
得
額
を
計
算
す
る
。
し
か
し
国
勢
調
査
の
流
出
、

流
入
の
デ
ー
タ
は
就
業
者
全
体
（
個
人
業
主
、
家
族
従
業
者
、
雇
用
老
）
に
っ
い
て
産
業
別
、
地
域
別
に
集
計
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
（
二
〇
三
）

■
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五
四
　
（
二
〇
四
）

従
業
上
の
地
位
別
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
い
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
個
人
業
主
、
家
族
従
業
者
の
外
に
更
に
臨
時
日
雇
、
重
役
役
員

も
県
外
従
業
は
な
い
も
の
と
仮
定
し
て
、
流
出
、
流
入
は
す
べ
て
常
用
労
働
者
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
仮
定
は
重
役

役
員
に
つ
い
て
は
不
合
珊
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
流
出
者
お
よ
び
流
入
者
の
所
得
額
は
若
干
過
少
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
国
勢
調
査
の
流
出
、
流
入
就
業
者
は
す
べ
て
常
用
労
働
者
と
み
な
す
こ
と
に
し
て
、
近
畿
各
府
県
に
お
け
る
流
出
者
の
雇
用

者
に
対
す
る
割
合
を
み
る
と
表
１
の
通
り
で
あ
っ
て
、
奈
良
県
が
琴
。
。
“
で
一
番
多
く
次
は
兵
庫
県
鼻
ｏ
“
滋
賀
県
峯
Ｈ
“
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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、
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山

ｎ
工

≦
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カ
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汽

坂
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，
、
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上

山

ヒ仁

歌
１
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竹
１

■

滋
京
大
兵
奈
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４

　
６
２

　
業

　
漁

　
ｏ
０

　
８

　
業

　
林

　
ち

照
う

参
の

１
　
こ

表

　
１
）

料賞

り
　
大
阪
府
は
僅
か
心
』
“
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し

て
こ
の
流
出
者
の
産
業
別
構
成
を
み
る
と
（
士
衣
２
）
、

第
一
次
産
業
は
和
歌
山
県
の
Ｈ
○
．
岬
“
以
外
は
い
ず

れ
も
１
％
に
満
た
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
第
一
次

産
業
の
就
業
者
に
は
流
出
な
し
と
仮
定
し
て
、
第

二
次
、
第
三
次
産
業
の
流
出
者
の
み
の
所
得
額
を

計
算
す
る
こ
と
に
し
た
。
（
し
か
し
和
歌
山
県
の
よ

う
に
雄
一
次
産
業
が
流
出
者
の
１
割
以
上
も
占
め
る
時

は
、
ウ
ェ
イ
ト
の
筒
い
部
門
に
っ
い
て
流
出
者
が
あ
る

も
の
と
し
て
そ
の
所
得
額
を
計
算
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）

更
に
流
出
者
の
従
業
地
別
構
成
は
表
３
の
通
り
で

あ
る
。
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■
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■
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徽
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重
貨
都
阪
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良
山
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十
一
三
口

ふ

歌
の

入

三
滋
京
大
兵
奈
和
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充
、
マ

　
＝
、
，
．
■
１
　
　
　
　
＝
■

；
■
一
…
「
　
　
　
「
　
　
■

　
す

　
示

　
を

　
成

　
構

　
男

　
地

　
住

　
常

　
の

　
者

　
入

　
流

　
は

　
列

　
し

　
わ

　
、
ｂ

　
あ

　
を

　
成

　
構

　
ロ
カ

　
地

　
業

　
従

　
の

　
者

照
出

参
流

１
　
は

表
行

料
註

賞

県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正

こ
れ
ら
の
流
出
者
の
所
得
額
を
計
算
す
る
た
め
に
従
業
地
の
平
均
賃
金
が
必

要
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
府
県
の
所
得
推
計
に
用
い
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、

第
二
次
、
第
三
次
産
業
常
用
労
働
者
の
所
得
額
を
労
働
者
数
で
除
し
て
ユ
人

当
り
平
均
賃
金
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
表
４
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
平
均
賃
金
は
公
務
も
含
め
た
第
二
次
、
第
三
次
の
全
産
業
、
そ
し

て
２
９
人
以
下
も
含
め
た
全
規
模
に
対
応
し
更
に
現
物
給
与
も
加
算
し
た
平
均

賃
金
額
で
あ
る
。
な
お
第
一
次
産
業
の
流
出
者
（
ま
た
は
流
入
者
）
が
多
く
て

そ
の
所
得
額
を
計
算
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
場
合
、
平
均
賃
金
の
算
出
に
は

特
別
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
第
一
次
産
業
の
各

部
門
の
勤
労
所
得
は
県
内
雇
用
者
数
に
対
応
す
る
値
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で

除
し
て
１
人
当
り
平
均
賃
金
を
計
算
す
る
方
が
妥
当
で
あ
り
、
ま
た
得
ら
れ

た
平
均
賃
金
額
が
他
の
産
業
部
門
の
平
均
賃
金
額
と
均
衡
し
て
い
る
か
を
確

か
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
雇
凧
者
の
県
外
従
業
を
考
慮
し
て
県
民
の
勤
労
所
得
を
推
計
す
る
た
め
．
に

は
流
出
者
の
所
得
額
が
得
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
可
能
で
あ
る
が
、
更
に
流
入
者

の
所
得
額
を
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
杜
会
保
険
料
の
流
入
者
分
の
推
計
資

料
が
得
ら
れ
、
ま
た
勤
労
所
得
に
関
す
る
県
外
か
ら
の
純
所
得
が
計
算
で
き
、

　
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
（
二
〇
五
）
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額
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○
ｏ
所

概
篇
鵡
一
４
８
３
７
３
　
　
り
＾
り
＾
８
Ｑ
ｄ
　
　
１
４
巧
　
　
　
　
１

賀
都
阪
庫
良
山
　
　
　
　
　
　
歌
滋
京
大
兵
奈
和

　
　
果
て
で
山
が
で

）
　
結
れ
こ
歌
れ
明

講
苫
そ
て
郎

統
　
　
の
与
。
あ
が
か

県
　
得
は
た
に
る
否

府
　
　
所
料
つ
表
あ
か

各
労
資
か
算
で
る
．

（
　
　
勤
の
な
計
の
あ

」
　
　
別
程
き
の
た
で

告
　
　
業
過
で
」
つ
値

報
産
の
算
給
と
う

得
，
そ
計
俸
を
合

所
　
　
は
，
を
金
金
見

民
　
　
に
り
金
賃
賃
と

県
　
。
書
お
賃
る
均
金

府
む
告
て
均
す
平
賃

年
含
報
れ
平
入
業
均

３
５
を
の
さ
，
流
産
平

和
員
県
載
で
ら
全
の

昭
役
山
記
の
か
者
県

「
役
歌
が
い
外
労
府
。

　
重
和
み
な
県
勤
の
る

料
　
　
　
の
い
「
県
他
あ

資
１
）
２
）
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賀
都
阪
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山

業

歌

従

滋
京
大
兵
奈
和

　
ｏ
　
３

　
８
８

　
業

　
林

照
ち

参
う

１
の

表
こ

料
１
）

資

五
六
　
（
二
〇
六
）

　
更
に
は
人
的
方
法
に
よ

　
る
県
内
生
産
所
得
の
推

　
計
が
可
能
に
な
る
等
の

　
　
　
一
（
ｕ
）

　
利
益
が
あ
る
。
そ
れ
に

　
必
要
な
流
入
者
数
は
表

５
の
通
り
で
あ
っ
て
、

表
リ
ー
■
と
の
比
較
か
ら
大

“
　
一
．
；

阪
府
は
極
端
な
流
入
超

過
で
あ
り
、
そ
の
他
の

府
県
は
流
出
者
の
方
が

流
入
者
よ
り
も
ず
っ
と

多
い
。
そ
し
て
流
入
者
も
第
一
次
産
業
の
割
合
は
僅
少
で
あ
る
の

で
、
第
一
次
産
業
の
就
業
者
の
移
動
は
な
い
と
の
仮
定
は
こ
こ
か
ら
も
い
え
る
。
唯
奈
良
県
の
み
は
第
一
次
産
業
が
－
Ｏ
』
“
も
あ
る

の
で
、
そ
の
う
ち
ウ
ェ
ィ
ト
が
寓
い
林
業
に
っ
い
て
流
入
者
の
所
得
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
計
算
に
必
要
な
デ
ー
タ
は
用
意
で
き
た
。
次
に
各
府
県
の
流
出
者
、
流
入
者
の
所
得
額
の
計
算
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
や
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
奈
良
県
の
場
合
に
っ
い
て
計
算
の
過
程
を
説
明
し
よ
う
。

い
　
第
二
次
、
第
三
次
産
業
常
用
労
働
者
の
所
得
額
の
計
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
奈
良
県
の
流
出
常
用
労
働
者
数
は
表
２
よ
り
第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
合
計
お
、
８
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
地
域
別
人
数
は
表
３
よ

り
京
都
府
胃
り
大
阪
府
畠
も
ｏ
◎
。
。
兵
庫
県
お
ｏ
そ
の
他
８
ｏ
（
Ｈ
」
“
）
と
仮
定
す
る
。
一
般
に
資
料
と
計
算
の
便
宜
上
か
ら
人
数
が
少
な

い
従
業
地
を
一
括
し
て
「
そ
の
他
の
地
域
」
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
他
の
府
県
の
場
合
の
そ
の
他
の
地
域
の
人
数
と
割
合
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
滋
賀
県
Ｈ
も
８
（
ｏ
。
」
“
）
京
都
府
ポ
０
８
（
ド
ｏ
“
）
大
阪
府
ド
ト
冨
（
蜆
．
ｏ
。
“
）
丘
ハ
庫
県
ｏ
。
一
寒
Ｈ
（
Ｎ
』
“
）
。
そ
し

て
こ
の
地
域
別
流
出
者
数
に
表
４
の
各
地
域
の
平
均
賃
金
を
乗
じ
て
流
出
者
の
所
得
額
を
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
そ
の
他
の
地
域
は

便
宜
上
奈
良
県
の
平
均
賃
金
を
適
用
し
た
。
　
（
一
般
に
そ
の
他
の
地
域
の
平
均
賃
金
は
当
該
府
県
と
同
一
と
仮
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
誤
り
は

そ
の
他
の
地
域
の
人
数
の
割
合
が
小
さ
い
の
で
無
視
し
得
る
程
度
と
思
わ
れ
る
。
）

　
次
に
残
留
常
用
労
働
者
の
所
得
額
で
あ
る
が
、
奈
良
県
民
所
得
推
計
に
用
い
ら
れ
た
第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
常
用
労
働
者
数

崖
９
８
－
（
表
４
）
か
ら
流
出
者
数
を
差
引
い
た
残
り
ｏ
ｏ
・
ら
ｏ
．
ｏ
に
、
奈
良
県
の
平
均
賃
金
を
乗
じ
て
算
出
し
た
。

　
最
後
に
流
入
常
用
労
働
者
の
所
得
額
を
計
算
す
る
と
、
第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
流
入
者
数
。
。
一
◎
冨
（
表
５
）
に
奈
良
県
平
均
賃
金

を
掛
げ
て
得
ら
れ
る
。
し
か
し
奈
良
県
の
場
合
は
林
業
の
流
入
者
を
無
視
し
得
な
い
の
で
、
そ
の
所
得
額
を
計
算
し
て
こ
れ
に
加
え

た
。
こ
の
場
合
の
平
均
賃
金
は
奈
良
県
の
林
業
の
勤
労
所
得
。
・
一
〇
震
ら
お
千
円
を
県
内
雇
用
者
数
で
割
っ
て
求
め
る
と
よ
く
、
国
勢

調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
林
業
の
県
民
雇
用
者
数
ト
ｏ
窪
に
流
入
者
数
ｏ
。
。
。
ｏ
。
を
加
え
流
出
者
数
胃
を
差
引
い
て
県
内
雇
用
者
数
は
ｇ
ミ
◎
と

な
る
か
ら
、
平
均
賃
金
は
艶
９
睾
。
・
円
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
奈
良
県
の
第
二
次
、
第
三
次
産
業
常
用
労
働
者
の
平
均
賃
金
の
２

倍
以
上
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
林
業
流
入
者
の
所
得
額
を
計
算
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず

第
二
次
、
第
三
次
産
業
の
平
均
賃
金
を
用
い
て
計
算
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
計
算
の
結
果
は
表
６
の
通
り
で
あ
っ
て
、
流
出
者
の
所
得
は
お
一
Ｈ
震
百
万
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
流
入
者
の
所
得
は
ド
◎

　
　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
（
二
〇
七
）



労用常業
算

産
計

次
の

三
額

第
得，

所

次
の
得

二
者
蜥

第
働
者

　
　
出

６
　
　
流

表
　
　
１
．

立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
二
号
）

額
調
蝪
刷
醐

０
２

，
　
　
，
　
　
，
　
　
，
１
↓
Ｆ
ｏ
５
（
）
４
り
＾
Ｑ
ｏ
ｒ
ｏ

７
，

得

３
６

所
ｎ
６
（
Ｏ
■
１
■
１
　
，

１
，

２
１

３
１

１
，
金

、

賃
円
７
５
４
９
５
２
５
１

Ｏ
）
［
Ｏ
（
Ｏ
（
Ｏ
，
　
　
　
，
　
　
　
，
　
　
　
，

均平
り
ん
４
１
（
）
（
０
７
‘
７
‘
Ｏ
ｏ

り
＾
ｎ
６
つ
ん
り
ん

者
Ｏ
）
ｏ
０
０
Ｊ
（
０
１
↓
ｏ
Ｏ
Ｏ
）
Ｏ
）

！
■
１
２
０

出
ｏ
）
ｏ
）
４
’
ｏ
　
，

１
，

流

５
４

８
４

．
地

都
阪
庫
他

業

の

計
．

従

京
大
兵
そ

　
町

　
千

　
４
７

　
８
　
　
　
　
５

　
　
　
　
６

　
８
　
　
　
　
６

　
０
　
８
　
　
　
　
３

　
　
　
　
０

　
２

　
２
　
　
　
　
２

　
雷

　
円
　
　
　
　
＝

　
５
１
　
　
　
５
１

得
６
得
　
　
６

所
３
０
所
０
・
３
０

の
２
の
　
　
２

　
Ｘ
　
　
　
　
　
×

者
９
者
ｘ
３

留
８
８
入
１
６
８
８

残
８
・
流
川

　
９
　
　
　
　
８

２
．
　
　
３
．

業林

円干
一

９
８８８４８１＝円

５
１６３２

　
　
円

　
．
千

　
　
５
７

　
　
１

３６
５
　
　
　
１

　
）
　
　
一
１
↓

２
，
３
１

５
　
一

　
　
１

０
１
１

２
，
（

　
得

　
所

　
純

　
の

　
、
ｂ

９
か

８
９
外

＆
県

　
４
．

２
）十Ｇ得所の者働労用常民県

５
．

円干
６
７５２７９５３

３
）十¢得所の者働労用常内県

６
．

円干
１
０４１６８４２

　
県
民
所
得
統
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
杜
会
保
険
料
は
県
内
雇
用
者
に
対
応
す
る
値
で
あ
る
か
ら
、

値
に
補
正
す
る
場
合
、
そ
の
補
整
率
を
所
得
鮮
の
比
率
で
算
出
す
る
た
め
に
は
、

労
働
者
の
所
得
額
が
必
要
で
あ
る
。
残
留
雇
用
者
の
所
得
額
は
表
６
で
計
算
し
た
第
二
次
、

所
得
額
に
旦
展
労
働
者
の
所
得
額
を
加
え
、
更
に
第
一
次
産
業
勤
労
所
得
と
重
役
俸
給
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

か
し
奈
良
県
の
場
合
は
林
業
勤
労
所
得
を
県
民
残
留
者
分
と
流
入
者
分
と
に
分
げ
た
た
め
に
、

差
引
い
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
（
も
し
流
入
者
の
所
得
額
の
計
算
に
第
一
次
産
業
を
含
め
な
い
時
は
こ
の
よ
う

な
控
除
は
不
要
で
あ
る
。
）

　
こ
の
残
留
雇
用
者
の
所
得
額
に
流
出
常
用
労
働
者
の
所
得
額
を
加
え
る
と
県
民
雇
用
者
の
所
得
額
が
得
ら
れ
、
ま
た
前
者
に
流
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
（
二
〇
八
）

艶
百
万
円
で
あ
り
、
差
引
き
Ｈ
ボ
ー
■
百
万
円
の
受
取
り
超

過
と
な
る
。
な
お
こ
れ
を
発
生
額
で
み
る
と
、
表
７
の
杜

会
保
険
料
雇
主
負
担
額
の
受
取
り
超
過
お
ｏ
百
万
円
を
加

え
て
Ｈ
ポ
震
べ
百
万
円
の
受
取
り
超
過
と
な
る
。
そ
し
て
流

出
者
の
所
得
額
と
残
留
者
の
所
得
額
と
の
和
○
◎
ｇ
竃
ｏ
。
百
万

円
は
県
民
常
用
労
働
者
の
所
得
額
で
あ
り
、
後
者
と
流
入

者
の
所
得
額
と
の
和
違
』
胃
百
万
円
は
県
内
常
用
労
働
者

の
所
得
額
で
あ
る
。

　
い
　
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
の
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
県
民
雇
用
者
に
対
す
る

　
　
　
残
留
雇
用
者
の
所
得
額
と
流
出
お
よ
び
流
入
常
用

　
　
　
　
　
　
第
三
次
産
業
常
用
労
働
者
の
残
留
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
次
産
業
勤
労
所
得
か
ら
後
者
を



常
用
労
働
者
の
所
得
額
を
加
え
る
と
県
内
雇
用
者
の
所
得
額
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
県
内
雇
用
者
の
所
得
額
に
対
す
る
各
所
得
額
の

比
率
を
求
め
、
こ
の
比
率
を
県
民
所
得
推
計
資
料
か
ら
得
た
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
（
お
よ
ぴ
総
額
　
　
こ
れ
は
県
民
個
人
所
得
の
補
正

の
場
合
に
必
要
と
な
る
　
　
）
に
乗
じ
て
、
残
留
者
分
と
流
人
者
分
と
に
分
割
し
、
更
に
流
出
者
に
対
す
る
杜
会
保
険
料
を
誘
導
し
て
、

県
民
雇
用
者
分
を
算
出
す
る
。
以
上
の
計
算
の
結
果
は
表
７
の
通
り
で
あ
っ
て
、
流
出
者
の
杜
会
保
険
料
雇
主
負
担
額
は
胃
ｏ
百
万

円
流
入
者
の
そ
れ
は
。
。
－
百
万
円
差
引
き
お
ｏ
百
万
円
の
受
取
り
超
過
と
な
る
。

　
い
　
兼
業
収
入
、
内
職
収
入
の
補
正

算計の額担負主雇料険
保
算

会
計

土
吻
ネ
率

　
正
７
補

表

　
１
．

　
％
ｕ
率

３

７

４
０

４

５

５
（
Ｕ

ｎ
６
０
ｏ

６

５
（
Ｕ

４
ｏ
）

３
０

ヒ

１

１

上

、額
掘

４

１

９

４
０
ｎ
ｏ

Ｏ

５

Ｏ

３

１

５

８

７

２
４
８
０
ｏ
）
（
）

６

５

得
百
３
，
９
，
３
，
２
，
１
，
１
，
２
，

ｏ
ｏ
ｎ
ｚ

所
１
２）

１

２

４
Ｑ
ｏ

…

次

）
）

三

２

３

策
雇

十

十

者

，

日

者

１

２

動

次
次

動

（

（

イ

，

一

イ

労
者

二
時
役
労

者
者

用
用
猪
躯
臨
重
用

用
用

常
雇
ノ
ー
常

出
留

入

民
内

流
残

去
札、

７

’

県
県

●

●

４
５

一
　
！
－
■
　
一
；
ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
…
■
「
■
１
■
■
－
　
ｉ
■
－
ｉ
■
■
　
■
■
　
一
　
■
■
一
■

流
値

ら
た

か
し

円
除

万
控

百
を

５
円

６
５
万

３
，
百

　
０
４

得
２

所
得

労
所

勤
の

菜
者

咋
川

次
雇一

業

第
林

　
入

１
）

円干位単正補の料険保会祉

２
．

県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）

％
Ｏ
０
５
７
４
３
ｕ
５
４
０
６
３
２
５
０
　
　
　
９
４
３
１
■
　
　
　
　
　
　
　
１
１
一

　
な
お
現
行
の
県
民
所
得
推
計
方
式
に

よ
る
と
第
二
次
、
第
三
次
産
業
勤
労
所

得
（
常
用
労
働
者
と
旦
展
労
働
者
の
所
得
額

の
合
計
）
の
値
、
か
変
る
と
そ
れ
に
応
じ
て

勤
労
所
得
中
の
兼
業
収
入
と
個
人
業
主

所
得
の
内
職
収
入
の
値
が
変
動
す
る
。

従
っ
て
以
上
の
補
正
計
算
の
結
果
が
県

民
分
配
所
得
に
及
ぽ
す
影
響
を
知
る
た

め
に
は
、
更
に
こ
の
二
つ
の
項
目
の
補

正
が
必
要
で
あ
る
。
い
ま
奈
良
県
の
方

式
に
従
っ
て
こ
れ
を
計
算
す
る
と
兼
業

　
　
　
　
五
九
　
（
二
〇
九
）



立
命
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学
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円万百額金位単

　
額

　
得

　
所

　
数

　
人

　
の，

者

　
働

　
労

　
佃
…

　
常

　
業

　
産

　
次

　
三

　
第

　
次

　
二

　
第

　
８

　
表

１
－
「
　
　
－
－
－
■
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ｉ
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－
　
－
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ｏ
Ｊ
３

１
７
ｏ
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額
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０
［
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１
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１
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５

９
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２

２

ユ

１

５
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１

２
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ユ

ユ
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１
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■

　
数
奈
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Ｕ
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ユ
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Ｑ
ｏ
８
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人
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ユ
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５
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酬
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７
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Ｏ
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１

５
５

５

，

，

，

，

２
一
ｂ
７

４

＼

５
つ
Ｕ
２

２

ノ

４

■
■
　
　
　
’
■
　
　
　
　
　
　
　
■

■

；
　
　
　
　
　
　
　
■
７
４
０

■

ｏ
Ｊ
０
２

３

額

９

６

９

０
８
’
ｏ

Ｅ
Ｕ

２
一
６
０

２

３

９

Ｆ
’

得

，

，

，

，

，

，

，

［
五

一
０
９
＾
１

５
５
８

３

至

所

３

３

３

１
■
■
　
　
－
■
　
　
　
■
　
　
■
■
　
　
■
『
一
７
５
ｎ
◎

ヨ

９

　
数
滋

（
ｏ
０

６

９

７
’
ｏ
〔
ｏ

３

，

，

，

，

３
０
４

９

人

２
３

ユ

１

■
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

ｉ
　
，
ｉ
－
－
－
－
－
『
一
■
　
　
一
＝
－
一
一

－

』

’

一
者
者
者

」…

一
山
叡
入

■

■

●
　
　
●
　
　
●

■１
２
一
３

４

５

６

　
の

　
も

　
た

　
え

　
加

　
を

　
９
）

　
表

　
差

　
支

　
収

　
の

　
額

　
担

　
負

　
主

　
雇

　
料

　
険

　
保

　
会

　
社

　
に

　
Ａ

　
は

　
Ｂ

む
３

含
　
一

を
　
１

業
　
昌

林
Ａ

１
）
２
）

円万百位単額担負主雇料険保会杜ｄ享

六
〇

’
ｏ
Ｏ
’
ｏ
６
２

６

良

つ
＾
ｏ
ｏ
４
１
（
ｏ

３

り
山
　
　
１
↓
５
（
ｏ

４

，
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，

１
１
一
　
　
１
↓
　
　
１
■

奈

　
■
、
１

庫

８
７
１
３
４

５

１
［
ｏ
（
ｏ
ｏ
）
５

３

，
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
，
　
　
　
，

２
　
　
１
１
３

兵

１
■
　
　
１
↓
　
　
１
■

■
コ
　
■
■
■
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
－
－
　
　
　
－
　
　
ｉ
－
■
■

１
７
‘
４
２
’
ｏ

阪

２
０
１
６
７

４

２
４
８
５
Ｑ
ｏ

８

，
　
　
　
，
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，

，

５
ｏ
ｏ
ー
　
　
り
山

２

大

２
　
　
２
　
　
２

）
１

■

，
１
■
，

　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
；
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
■
■
４
５
９
８
７

ワ
い

５
２
２
Ｑ
ｏ
６

１
一

者

５
２
Ｑ
ｏ
４
７

２

，
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
，

４
　
　
４
　
　
４

京
－
　
　
　
－
－
－
－
　
　
－
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
－
　
　
　
　
　
　
　
－
－
一
－
　
　
　
　
■

７
７
０
４
４

賀

７
３
４
１
５

７

Ｑ
ｏ
　
　
Ｑ
ｏ
２
５

１

，
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
，

１
１
一
　
　
１
↓
　
　
１
■

滋

■
！
，
１
　
　
　
　
一

分
　
　
分

２

者
分
分
分
者

一

用
者
者
者
用

４（

雇
入
留
出
雇

差

内
流
残
流
民

支

県
　
　
県

叉

項
ユ

●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●
　
　
　
●

●

１
↓
り
山
ｏ
ｏ
４
５

６

■
－
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
１
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
■
■

　
値

　
の

　
」

　
険

　
保

　
の

　
外。

以

ち
険

う
保

の
康

賞
民

の
国

料
「

険保会社の府阪大
１
）

円万百位単入収職内びよお業兼
１
０表

良奈庫兵阪大都京賀滋
７
‘
　
ｏ
◎

８
　
Ｑ
ｏ

　
９

７
‘
　
８

０
）
　
７
‘

５
　
（
）

　
５

（
０
　
７
’

ｒ
Ｏ
　
Ｏ
Ｊ

８
　
一
４

　
７
　
）

０
）
　
り
ん

６
　
９

２
　
４

　
３

９
７

６９０，１

入
入

収
収

業
職

兼
内

得所主業人個の業産次三第次二
第
る

は
い

入
て

収
れ

職
さ

内
算

の
計

府
に

阪
礎

大
基

　
を

１
）

（
二
一
〇
）

　
収
入
は
ｏ
ｏ
“
Ｈ
◎
ｏ
◎

　
千
円
内
職
収
入

　
は
８
ｏ
。
一
◎
ｏ
．
Ｈ
千

　
円
と
な
っ
た
。

　
　
以
上
奈
良
県

　
の
場
合
に
つ
い

　
て
計
算
の
仕
方

を
具
体
的
に
説

明
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
他

の
府
県
に
つ
い

て
も
こ
れ
と
同

じ
で
あ
る
。
そ

こ
で
計
算
の
結
果
の
み
を
示
す
と
表
８
１
１
０
の
通
り
で
あ
る
。

　
最
後
に
以
上
の
計
算
の
結
果
を
使
っ
て
、
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
を
考
慮
す
る
時
県

岨
分
陀
所
得
統
計
は
ど
の
杵
度
修
正
さ
れ
る
か
を
調
べ
る
の
で
あ
る
が
、
表
８
の
県
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

常
用
労
働
者
の
所
得
額
、
表
９
の
県
民
雇
用
老
分
の
値
お
よ
び
表
１
０
の
兼
業
収
入
と
内
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３
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岬較比の値正補と値表公の得所配分民県ｕ表
３
）

良奈庫兵

１
）

阪大

１
）

都京費滋

頁害

公
甘

系一得所労勤額総得所労勤賓客

公
心

系得所労勤額総

日
可

り
“

及労勤須客

公
心

↓
一
打

得所労勤

７１９３８

１８２６８

２８
２
一

１
０

０７９ユ４

６７２，４４

４
９

５
一

１
０

４３２，４８５

１１０６８５

０３
０
一

１
０

（
Ｏ
　
　
’
０

７
　
　
４
　
　
（
ｏ

（
Ｕ
　
８
　
　
Ｆ
ｏ

６
，
７
，
〇
一

３
１
３
１
１
０

ｏ
Ｏ
　
　
Ｏ
Ｊ
　
つ
Ｊ

６
６
９
３
９

　
，
　
，
９
一

８
　
　
７
　
　
ｏ
Ｊ

４
　
　
４

（
Ｕ
　
　
０

）
１
１
一
　
、
１

２

７７６８０

）
Ｅ
り

２

３５９，７０５

６８●９９

０９０，８８２

６０７８８２

１２■００１

２９９
【
’

５ユ

７９５
，
■８５ユ

８
，
３

０
一

！
０

６９１７９

０４７７９

５５
０
一

１
０

７２９６４

ユ６４，７４

４１Ｌ０１

　
　
）

直
直
ー

イ
イ
２
／

表
正
軟

公
補
比

－
一
２
一
３
一

他
　
　
る
わ
　
　
，

は
　
　
い
な
　
　
で

で
　
　
て
行
　
　
の

こ
　
　
え
を
　
　
た

こ
　
　
加
れ
　
　
つ

，
　
を
そ
　
　
あ

が
　
　
額
　
，
　
が

る
　
　
差
ら
　
　
）

い
　
　
払
か
　
　
円

て
　
　
受
る
　
　
干

げ
　
　
の
あ
　
　
３
１

掲
　
　
と
で
　
　
乃

を
　
。
外
の
　
　
２

　
　
　
　
＋

値
た
府
い
　
　
８

る
し
て
な
　
　
０
９

す
示
い
い
　
　
１
・

対
を
つ
て
　
　
（

に
の
に
れ
　
　
上

者
も
保
さ
　
　
計

用
た
留
な
　
　
複

雇
し
人
が
　
　
重

内
正
法
整
　
　
に

府
修
と
調
　
　
額

て
に
得
の
　
　
担

し
値
所
係
　
　
負

と
る
当
関
　
　
主

得
す
配
際
　
　
雇

所
対
人
県
　
　
料

労
に
個
な
　
　
険

勤
者
は
う
　
。
保

，
用
値
よ
た
会
　
。

は
雇
表
の
げ
杜
た

値
民
公
こ
掲
は
し
。

表
府
，
は
を
に
入
皮

公
上
も
で
値
位
記
年

の
合
て
県
の
表
を
３
５

府
郁
い
の
時
公
果
和

阪
の
お
他
た
の
結
昭

大
較
に
，
し
府
た
み

と
比
額
が
と
阪
い
の

府
の
総
る
の
大
除
県

都
と
た
あ
も
お
を
良

京
県
ま
で
い
な
れ
奈

　
の
　
　
の
な
　
　
そ

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
）

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
　
　
　
　
３

県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
民
所
得
統
計
の
補
正

職
収
入
の
値
を
、
各
府
県
の
昭
和
３
５
年
県
民
分
配
所
得
（
但
し
最
初
の
公
表
値
）
の
該

当
項
目
の
値
と
入
れ
替
え
た
結
果
を
、
総
額
と
勤
労
所
得
に
つ
い
て
公
表
値
と
比
較

す
る
と
表
ｕ
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
公
表
値
と
補
正
値
の
喰
違
い
は
、
流
出
者
の
割
合
が
高
く
且
つ
当
該
県
の
平

均
賃
金
が
流
出
地
の
平
均
賃
金
よ
り
も
低
い
と
こ
ろ
程
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

表
１
に
よ
る
と
奈
良
県
は
流
出
者
の
割
合
が
Ｎ
０
』
“
で
一
番
高
く
、
ま
た
表
４
よ
り

平
均
賃
金
は
大
阪
府
の
ｏ
。
卜
◎
“
に
す
ぎ
ず
、
流
出
者
の
竃
．
ト
“
は
大
阪
府
で
従
業
し

て
い
、
る
（
表
３
参
照
）
こ
と
か
ら
、
補
正
値
は
公
表
値
よ
り
も
勤
労
所
得
で
岬
．
岬
“
総

額
で
ド
。
。
“
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
次
に
流
出
者
の
割
合
は
奈
良
県
の
半
分
の
お
“

余
り
で
あ
る
兵
庫
県
と
滋
賀
県
を
比
べ
る
と
、
兵
庫
県
は
平
均
賃
金
が
高
く
大
阪
府

と
殆
ん
ど
変
り
が
な
い
た
め
に
、
流
出
者
の
８
．
ｏ
“
が
大
阪
府
で
従
業
し
て
い
る
の

に
補
正
値
は
公
表
値
を
僅
か
に
勤
労
所
得
で
◎
．
０
“
総
額
で
Ｏ
』
“
上
廻
る
だ
げ
で

あ
っ
て
、
喰
違
い
の
程
度
は
奈
良
県
の
約
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
滋
賀
県
は
平

均
賃
金
が
主
な
流
出
地
で
あ
る
京
都
府
、
大
阪
府
よ
り
も
低
い
た
め
に
、
補
正
値
は

公
表
値
よ
り
も
勤
労
所
得
で
－
．
－
“
総
額
で
Ｏ
．
０
“
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
喰
違
い
の

程
度
は
丘
ハ
庫
県
の
約
２
倍
で
あ
る
。
京
都
府
は
流
出
者
の
割
合
が
ｏ
．
◎
“
で
兵
庫
県

よ
り
も
少
な
く
且
つ
大
阪
府
の
ウ
ェ
ィ
ト
は
流
出
者
の
ｏ
・
Ｈ
．
ト
“
と
低
い
た
め
に
、
平

　
　
　
　
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
（
二
一
一
）
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１
２表

立
命
館
経
済
学

良奈庫兵阪大都京皿滋

項客総待所労勤頚害

“
一
刊

得所労勤頚客

公
甘

采得所労勤項害

公
山

糸

□
巾

’
イ

万リ労勤苅客

．
公
ｕ

采

□
寸

’
イ

折カグ鋤

９８３５８

４
．

２９９３

６

０
２
９
２

７
，
１
一

８
１
０

３０５１４

６９
３
一

１
０

ｎ
Ｕ
　
１

１
５
５
８
８
９

３
，
２
，
９
一

５
２
５
２
９

口
Ｊ
　
　
Ｏ
Ｊ

０
ユ
４
３
８
０

５
，
４
，
９
一

２
９
２
９
９

－
４
－
－
一
５
－
－

９
　
　
０
　
　
９

９
　
　
９
　
　
９

４
，
４
，
９
一

８
７
８
７
９

ｉ
コ
．

０
　
　
０
　
　
８

１
　
　
０
　
　
ｏ
）

ら
６
，
９
一

６
　
　
６
　
　
９

４
　
４

）０９４８６２

ユー７８６２

８０
０
一

１
０

２
　
　
２

５
４
７
５
１
４

９
，
９
，
〇
一

１
４
１
４
ユ
０

由
．
皿
．
、
ヂ

舳
帥
”

８
８
１
０

８
７
－
躰
－
グ
ー

３
　
　
５
　
　
４

４
，
４
，
〇
一

４
４
加

Ｌ
〔
一
ト
□
、
　
ユ

４
小
２
／

火
、
止
て

公
柿
比

－
一
２
一
３
一

○るあで値たし正訂をれそ，でのたつあがり誤にい扱取の料険保会朴はに
、
肚イ衣公の府阪大リ

（
第
十
四
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
（
二
一
二
）

　
均
賃
金
が
兵
庫
県
よ
り
も
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
正
値
と
公
表
値
の
差
は
勤
労
所
得
で
○
」
“
総

　
額
で
○
』
“
に
す
ぎ
ず
、
喰
違
い
の
程
度
は
兵
庫
県
の
約
６
－
７
割
で
あ
る
。
最
後
に
平
均
賃
金
が
一

　
番
高
く
従
っ
て
流
入
者
が
流
出
者
を
逢
か
に
上
廻
る
大
阪
府
は
、
流
出
者
が
大
阪
府
よ
り
も
平
均
賃
金

　
　
の
低
い
府
県
で
就
業
す
る
た
め
に
、
今
ま
で
と
ば
逆
に
補
正
値
は
公
表
値
よ
り
も
低
く
な
る
と
考
え
ら

　
れ
る
。
し
か
し
流
出
者
の
割
合
が
僅
か
Ｎ
し
“
に
す
ぎ
な
い
た
め
に
両
者
の
差
は
非
常
に
小
さ
い
こ
と

　
が
予
想
さ
れ
る
。
果
し
て
補
正
値
は
勤
労
所
得
で
◎
」
“
強
総
額
で
○
．
Ｈ
“
弱
公
表
値
よ
り
も
低
い
だ

　
け
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
例
を
通
じ
て
総
額
の
喰
違
い
は
勤
労
所
得
の
喰
違
い
の
約
半
分
で
あ
る
こ
と

　
が
わ
か
る
。

　
　
な
お
っ
い
で
に
県
民
個
人
所
得
に
も
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
を
考
慮
に
入
れ
て
補
正
を
行
っ
た
結
果

　
を
示
す
と
表
１
２
の
通
り
で
あ
っ
て
、
公
表
値
と
補
正
値
の
喰
違
い
は
一
般
に
県
民
分
配
所
得
の
場
合
よ

　
り
も
小
さ
い
。
そ
し
て
兵
庫
県
の
場
合
は
逆
に
補
正
値
の
方
が
公
表
値
よ
り
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
理
由
は
、
　
個
人
所
得
に
お
け
る
勤
労
所
得
は
分
配
所
得
の
そ
れ
か
ら
杜
会
保
険
料
（
雇
主
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
担
額
十
被
用
者
貨
担
額
）
を
差
引
い
て
求
め
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
補
正
を
施
す
時
こ
の
杜
会
保
険

　
料
の
金
額
は
公
表
値
の
場
合
よ
り
も
大
き
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
奈
良
県
の
場
合
で
み
る
と
、

　
表
７
よ
り
杜
会
保
険
料
総
額
の
公
表
値
（
県
内
雇
用
者
分
）
は
、
ド
○
島
百
万
円
に
対
し
て
補
正
値
（
県

　
民
雇
用
者
分
）
は
ド
ベ
お
百
万
円
で
あ
り
、
　
こ
れ
を
表
ｕ
の
勤
労
所
得
か
ら
引
く
と
表
１
２
の
勤
労
所
得

　
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
表
値
と
補
正
値
の
不
一
致
の
程
度
は
縮
少
し
た
の
で
あ
る
。



●

以
上
昭
和
３
５
年
の
県
民
所
得
統
計
を
対
象
と
し
て
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
の
推
計
の
影
響
を
調
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
奈

良
県
の
よ
う
に
流
出
者
の
割
合
も
平
均
賃
金
の
格
差
も
相
当
大
き
い
場
合
は
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
の
推
計
は
必
要
で
あ
る
ガ
、
滋

賀
県
程
度
の
流
出
者
と
賃
金
格
差
と
で
は
必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
く
無
視
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
は
府
県
の
場
合
で
あ
る
が
中
小
都
市
（
な
い
し
は
町
村
）
の
所
得
推
計
の
時
は
、
流
出
者
の
割
合
は
著
し
く
増
加
し
ま
た
平
均

賃
金
の
格
差
も
よ
り
大
き
く
な
る
か
ら
、
市
外
か
ら
の
勤
労
所
得
の
正
確
な
推
計
が
必
須
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
中
小
都
市
の
場

合
は
一
般
に
当
該
市
内
の
平
均
賃
金
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
市
民
税
の
課
税
台
帳
を
利
用
し
て
所
得
調
査
を
行
な
い
そ
れ

に
免
税
者
の
補
正
を
施
し
て
平
均
賃
金
を
求
め
る
時
は
、
そ
の
値
は
市
内
、
市
外
の
従
業
者
を
総
合
し
た
市
民
の
平
均
賃
金
で
あ
る

か
ら
、
特
別
に
市
外
か
ら
の
所
得
を
推
計
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
当
該
市
内
の
平
均
賃
金
と
考
え
ら
れ
る
値
に
よ
る
場
合
に
こ
れ

が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
戦
後
の
国
一
民
所
得
統
計
、
県
民
所
得
統
計
の
発
達
に
つ
い
て
は
、
経
済
企
画
庁
戦
後
経
済
史
編
纂
室
編
「
戦
後
経
済
史
（
国
民
所
得
編
）
」

　
昭
和
三
八
年
参
照
。

（
２
）
　
神
戸
市
が
昭
和
３
８
年
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
時
に
市
民
所
得
の
推
計
を
実
施
し
ま
た
は
過
去
に
お
い
て
実
施
し
た
こ
と
の
あ
る

　
市
は
Ｈ
畠
市
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
３
５
年
に
つ
い
て
推
計
し
て
い
る
の
は
Ｈ
Ｏ
ｏ
ｏ
市
で
あ
る
（
神
戸
市
統
計
月
報
、
二
一
〇
号
、
三
九
年
三
月
）
。

　
な
お
３
５
年
１
０
月
－
日
理
在
市
制
施
行
地
は
雷
ｏ
で
あ
る
。

（
３
）
　
経
済
企
画
庁
国
民
所
得
課
編
「
国
民
所
得
推
計
法
」
閉
和
三
三
年
、
九
－
一
〇
べ
－
ジ
。

（
４
）
　
こ
れ
は
常
時
肚
住
地
、
業
務
遂
行
地
、
尿
主
の
所
在
地
の
三
っ
の
条
件
の
う
ち
二
っ
以
上
の
条
件
が
国
内
に
あ
る
老
を
国
内
居
住
老
と
す

　
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）
　
経
済
企
画
庁
編
「
昭
和
三
十
七
年
度
版
因
民
所
得
白
書
」
二
二
ニ
ベ
ー
ジ
。

（
６
）
　
川
上
正
道
「
国
民
所
得
」
昭
和
三
九
年
、
三
三
お
よ
び
八
九
べ
ー
ジ
。

　
　
県
外
か
ら
の
勤
労
所
得
に
よ
る
県
氏
所
得
統
計
の
補
正
（
関
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
（
二
二
二
）



立
命
館
経
済
学
（
窮
十
四
巻
・
第
二
号
）

六
四
　
（
二
一
四
）

（
７
）
　
法
人
の
住
所
は
本
店
所
在
地
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
（
民
法
５
０
条
、
商
法
５
４
条
２
項
）
、
　
当
該
県
の
居
住
者
た
る
法
人
（
県
民
法

　
人
）
は
県
内
に
居
住
地
を
有
す
る
法
人
従
っ
て
県
内
本
店
法
人
と
な
る
。

（
８
）
　
現
在
中
央
政
府
は
当
該
国
の
居
住
老
で
は
あ
る
が
、
そ
の
国
の
特
定
地
域
に
は
属
さ
な
い
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
川
上
正
道

　
「
市
町
村
民
所
得
」
昭
和
三
七
年
、
一
四
べ
ー
ジ
。
）

（
９
）
　
経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
国
民
所
得
部
鑑
修
「
県
民
所
得
統
計
」
昭
和
三
八
年
、
一
五
三
－
四
ぺ
ー
ジ
。

（
１
０
）
　
発
生
主
義
と
は
所
得
が
発
生
し
た
時
点
で
評
価
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
故
に
理
論
的
に
受
取
る
べ
ぎ
所
得
が
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に

　
雇
用
者
の
勤
労
所
得
は
税
込
み
の
名
目
賃
金
だ
げ
で
な
く
、
杜
会
保
険
料
の
雇
主
負
担
額
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
ｎ
）
　
流
入
雇
用
者
と
残
留
雇
用
者
め
所
得
額
の
和
は
県
内
生
産
所
得
に
見
合
っ
た
勤
労
所
得
で
あ
る
か
ら
、
県
民
分
配
所
得
の
勤
労
所
得
（
こ

　
れ
は
流
出
雇
用
者
と
残
留
雇
用
者
の
所
得
額
の
和
で
あ
る
）
を
そ
れ
と
取
換
え
た
結
果
を
産
業
別
に
組
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
的
方
法
に

　
よ
る
県
内
生
産
所
得
が
得
ら
れ
る
。

（
１
２
）
　
分
配
所
得
が
発
生
主
義
で
把
握
さ
れ
る
の
に
対
し
て
個
人
所
得
は
受
取
主
義
（
実
際
に
受
取
っ
た
所
得
を
所
得
税
等
の
直
接
税
的
負
担
の

　
控
除
前
で
と
ら
え
る
こ
と
）
で
把
握
さ
れ
、
そ
れ
は
受
取
主
義
に
よ
る
所
得
の
方
が
個
人
部
門
の
購
買
力
を
よ
り
よ
く
反
映
す
る
か
ら
で
あ

　
る
。
従
っ
て
個
人
所
得
に
お
け
る
勤
労
所
得
は
、
分
配
所
得
に
お
け
る
勤
労
所
得
か
ら
杜
会
保
険
料
の
被
用
者
負
担
額
と
雇
主
負
担
額
と
を
控

　
除
す
れ
ぼ
得
ら
れ
る
。


